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神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業実施方針 

 

1  特定事業の選定に関する事項 

(1) 事業内容に関する事項 

ア 事業名称 

神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業（以下「本事業」という。） 

 

イ 公共施設等の種類 

警察施設（自動車運転免許試験場） 

 

ウ 事業に供される公共施設等の名称 

神奈川県警察自動車運転免許試験場（以下「本施設」という。） 

 

エ 公共施設等の管理者等の名称 

神奈川県知事 黒岩 祐治 

 

オ 事業の目的 

昭和 38 年に運用が開始された現在の神奈川県警察自動車運転免許試験場（以下「現施

設」という。）は、建設から 50 年余が経ち、老朽化が著しいばかりでなく、増築を重ねて

きた結果、利用者の動線の混乱、バリアフリー化の遅れなど、職員を含めた施設利用者に

とって、利便性の悪い施設になっている。また、運転免許に係る行政処分者講習等の業務

の一部が神奈川区六角橋にある交通安全センターで行われているなど、業務が分散化さ

れ、非効率化が顕在化している。一方、一部に耐震化基準を満たしていない建物等もあ

り、早期の建て替えが必要となっている。 

この他、駐車場不足に起因する駐車待ち車列による交通渋滞を解消するための恒久的な

対策が求められている。 

そこで、神奈川県（以下「県」という。）は、これら二俣川地区の課題への対応とし

て、二俣川地区県有地利活用計画を策定し、神奈川県立がんセンターの総合的整備と併

せ、本施設の整備を行うこととした。 

この計画では、当時の本施設技能試験コース等の敷地に新がんセンター施設を移転整備

した後、旧がんセンター敷地等に本施設を整備することとしている。 

新たに整備する本施設は、 

・今後の時代のニーズに即した、すべての利用者にとって「使いやすく」「わかりやす

い」やさしい施設であること。 

・明るく、清潔感・開放感のある施設であること。 

・来場者数の変動にフレキシブルに対応できる施設であること 

・地域環境に優しく、ライフサイクルコストの削減に考慮した施設であること。 

・道路交通法改正に即した、適正かつ合理的な技能試験コースであること。 

・セキュリティーや震災対策等の安全・安心を考慮した施設であること。 

・周辺の環境に配慮した施設整備であること。 

を基本理念とし、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平

成 11 年法律第 117 号）（以下「ＰＦＩ（Private Finance Initiative）法」という。）に

規定される選定事業（以下「ＰＦＩ事業」という。）として、民間の資金、経営能力及び
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技術的能力を活用して効率的かつ効果的に整備及び維持管理等を行うとともに、サービス

の向上やライフサイクルコストの削減を図り、施設を早期に整備することを目的として本

事業を実施するものである。 

 

カ 事業範囲 

本事業は、ＰＦＩ法に規定される選定事業者（以下「事業者」という。）が新たに本施

設の設計・建設等を行い、県に所有権を移転したのち、維持管理・運営支援業務等を遂行

するものである。 

本事業の業務は下記に列挙するとおりであり、その詳細は業務要求水準書（骨子）に示

すとおりとする。 

（ｱ）施設整備業務 

a 設計業務 

(a) 事前調査業務 

(b) 各種申請業務 

(c) 環境対策業務 

(d) 基本設計業務及びその関連業務 

(e) 実施設計業務及びその関連業務 

b 工事監理業務 

（a）本館棟等の建設に係る工事監理業務 

(b) 待合棟等の建設に係る工事監理業務 

(c) 雨水貯留槽等の整備に係る工事監理業務 

c 建設業務 

(a) 本館棟等の建設業務及びその関連業務 

(b) 待合棟等の建設業務及びその関連業務 

(c) 雨水貯留槽等の整備業務及びその関連業務 

（ｲ）維持管理業務 

a 点検・保守・経常修繕業務 

b 大規模修繕業務 

c 外構等管理業務 

d 環境衛生管理業務 

e 清掃業務 

f 駐車場管理業務 

g 警備監視業務 

h 一般備品管理業務 

（ｳ）運営支援業務 

a 総合案内業務 

（ｴ）附帯事業 

a 飲食喫茶施設の運営業務 

b 売店の運営業務 

c 自動販売機による飲食物の販売業務 

d 各種証明用無人写真撮影機による写真の撮影、販売業務 

e 事業者からの提案による本施設に有用な業務（例：託児施設の設置・運営等） 
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キ 事業方式 

ＢＴＯ（Build Transfer Operate）方式（※）とする。 

※ 事業者が施設を設計・建設後、施設の所有権を県に移転し、その後事業者が維持管

理・運営期間（20 年２か月間）を通じて、施設の維持管理・運営を行う方式 

 

ク 事業スケジュール 

（ｱ）事業者との事業契約締結（議会の議決） 平成 27 年７月 

（ｲ）施設整備 

a 設計業務 平成 27 年７月～平成 28 年 10 月 

b 本館棟等の建設及びその関連業務 平成 27 年７月～平成 31 年１月 

c 本館棟等の引き渡し・所有権移転  平成 31 年１月 

d 待合棟等の建設及びその関連業務 平成 31 年２月～平成 33 年１月 

e 待合棟等の引き渡し・所有権移転 平成 33 年１月 

f 雨水貯留槽等の整備業務及びその関連業務 平成 33 年２月～平成 33 年 12 月 

g 雨水貯留槽等の引き渡し・所有権移転 平成 33 年 12 月 

（ｳ）維持管理及び運営支援 

a 本館棟等の維持管理及び運営支援 平成 31 年２月～平成 51 年３月 

b 待合棟等の維持管理 平成 33 年２月～平成 51 年３月 

c 雨水貯留槽等の維持管理 平成 34 年１月～平成 51 年３月 

（ｴ）附帯事業 平成 31 年２月～平成 51 年３月 

 

ケ 関連法令及び許認可事項 

事業者は、ＰＦＩ法及び以下に示す法令のほか、本事業を実施するに当たり必要とされ

る関係法令（法律、政令、省令、条例及び規則）等を遵守するものとする。 

（ｱ）建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号） 

（ｲ）都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号） 

（ｳ）宅地造成等規制法（昭和 36 年法律第 191 号） 

（ｴ）消防法（昭和 23 年法律第 186 号） 

（ｵ）大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号） 

（ｶ）騒音規制法（昭和 43 年法律第 98 号） 

（ｷ）振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号） 

（ｸ）都市緑化法（昭和 48 年法律第 72 号） 

（ｹ）エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号） 

（ｺ）高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号） 

（ｻ）下水道法（昭和 33 年法律第 79 号） 

（ｼ）土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号） 

（ｽ）駐車場法（昭和 32 年法律第 106 号） 

（ｾ）道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号） 

（ｿ）電波法（昭和 25 年法律第 131 号） 

（ﾀ）河川法（昭和 39 年法律第 167 号） 

（ﾁ）道路法（昭和 27 年法律第 180 号） 

（ﾂ）水道法（昭和 32 年法律第 177 号） 

（ﾃ）水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号） 
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（ﾄ）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号） 

（ﾅ）建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律（平成 12 年法律第 104 号） 

（ﾆ）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45 年法律第 20 号） 

（ﾇ）文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号） 

（ﾈ）横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例（平

成５年条例第 35 号） 

（ﾉ）横浜市開発事業の調整等に関する条例（平成 16 年条例第３号） 

（ﾊ）横浜市福祉のまちづくり条例（平成９年条例第 19 号） 

（ﾋ）横浜市駐車場条例（昭和 38 年条例第 33 号） 

（ﾌ）みんなのバリアフリー街づくり条例（平成７年条例第５号） 

（ﾍ）横浜市地域まちづくり推進条例（平成 17 年条例第４号） 

（ﾎ）横浜市生活環境の保全等に関する条例（平成 14 年条例第 58 号） 

（ﾏ）緑の環境をつくり育てる条例（昭和 48 年条例第 47 号） 

（ﾐ）横浜市火災予防条例（昭和 48 年条例第 70 号） 

（ﾑ）運転免許技能試験実施基準の制定について（平成 24 年１月 10 日付け警察庁丙運発

第２号） 

（ﾒ）その他の関係法令、県条例、横浜市条例 

 

(2) 特定事業の選定に関する事項 

ア 選定方法 

本事業を県が直接実施する場合とＰＦＩ事業として実施する場合を比較して、ＰＦＩ事

業として実施した場合に効率的かつ効果的に実施できると見込めるかどうかをＶＦＭ

（Value For Money）の評価により評価し、ＰＦＩ事業としての実施可能性等を勘案した

上で、ＰＦＩ事業として実施することが適切であると判断した場合に、特定事業として

選定する。 

 

イ 評価基準・手順 

次の手順によりＶＦＭの評価を基本とした客観的評価を行い、評価の結果を公表する。 

（ｱ）コスト比較による定量的評価 

（ｲ）事業者に移転するリスクに係る評価 

（ｳ）その他の質的な評価 

（ｴ）総合的評価 

 

ウ 選定結果の公表方法 

特定事業の選定結果について、客観的評価の内容を明らかにした上、公表する。 
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2  民間事業者の募集及び選定に関する事項 

(1) 事業者の選定方法 

総合評価一般競争入札方式による。 

 

(2) 選定手順及びスケジュール 

時期 全体スケジュール 県に係る手続き 

 

 

平 

成 

25 

年 

度 

 

９月３日  委員会（実施方針等の意見聴取）

11 月 11 日 実施方針等の公表  

11 月 23 日 現地説明会  

11 月下旬 実施方針等に対する質問受付  

１1 月～１月 

１２月 

１月 

事業者ヒアリング（１回目） 

実施方針等に対する意見招請 

実施方針等に対する質問への回答等 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 

成 

26 

年 

度 

  
委員会（業務要求水準書（案）等

の意見聴取） 

３月下旬 

～４月上旬 

業務要求水準書（案）等の公表 

事業者ヒアリング（２回目） 
 

６月 

業務要求水準書（案）等に対する質問受付・回

答等 

 

特定事業の選定結果の公表 

 

委員会（入札説明書等の意見聴

取） 

債務負担行為の設定、特定事業

の選定 

 

７月 入札公告等  

８月～９月 入札公告等に対する質問回答（１回目）  

８月～９月 事業者ヒアリング（３回目）  

10 月 参加表明書、資格確認申請書の受付  

10 月 資格確認通知の発送  

10 月～11 月 入札公告等に対する質問回答（２回目）  

10 月～11 月 事業者ヒアリング（４回目）  

12 月 入札書類の受付  

  委員会（提案評価の意見聴取） 

３月 落札者の決定  

３月 基本協定締結 債務負担行為の再設定 

平 
成 
27 
年 
度 

４月 仮契約締結  

７月 特定事業契約締結  

注）委員会とはＰ１２で記載する「神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業に係るＰＦＩ

事業者選定評価委員会」をいう。 
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(3) 応募手続等 

本事業では、早い段階から事業に関する県の考え方を提示し、民間事業者による事業参

入のための検討を容易にするため、実施方針の公表と併せて、「業務要求水準書（骨子）」

を公表する。 

また、本事業に関する県と民間事業者との相互理解を深めるとともに、民間事業者の参

入のしやすさに配慮しながら本事業を実施するため、実施方針や業務要求水準書（骨子）

等に対する質問回答と意見招請に加えて、事業者ヒアリングを実施する。 

 

ア 実施方針等の公表及び説明会・現地見学会 

県は、本事業についてＰＦＩ法第５条に規定される事項を記載した実施方針並びに業務

要求水準書（骨子）を平成 25 年 11 月 11 日（月）に公表する。 

なお、下記の日時・場所で現地説明会（実施方針等の説明と現地見学）を開催するとと

もに、実施方針等の閲覧等を行う。 

 

【現地説明会】 

（ｱ）日時 平成 25 年 11 月 23 日（土） 

（ｲ）場所 自動車運転免許試験場等 

（ｳ）その他 現地見学の時間・経路等の詳細は、参加申込者へ別途連絡する。 

 

【現地説明会の事前申込み】 

事前申込み制とする。 

参加希望者は次の手続により事前に申し込むこと。 

なお、説明会場の収容人数に制約があるため、申込みの状況によっては、１社当たりの

参加人数を制限することもある。 

（ｴ）申込み期日 平成 25 年 11 月 18 日（月）17 時 15 分まで（必着） 

（ｵ）申込み方法 様式１「実施方針等に関する現地説明会参加申込書」に必要事項を記入

の上、電子メール又はファクシミリにより申し込むこと。（電話での申込みは不可とす

る。） 

（ｶ）注意事項 

説明会当日は、「実施方針」、「業務要求水準書（骨子）」は配布しないので、県警の

ホームページからダウンロードして、持参すること。 

事前に申し込まずに、当日来場しても説明会には参加できない。 

 

【説明会会場への交通】 

相模鉄道「二俣川駅」から相鉄バス「運転試験場循環」乗車で「運転試験場」下車（所

要約５分） 

相模鉄道「二俣川駅」からは徒歩で 15 分程度。 

※ 資料２「案内図」参照。 

※ なお、駐車スペースがないため、車での来場はできない。 

 

【実施方針等の閲覧】 

（ｷ）閲覧期間 平成 25 年 11 月 11 日（月）から平成 25 年 12 月 27 日（金）まで 

（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 
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（ｸ）閲覧時間 ８時 30 分から 12 時 00 分まで及び 13 時 00 分から 17 時 15 分まで 

（ｹ）閲覧場所 ８（６）に同じ 

 

【追加資料の配布】 

「運転免許試験場利用状況及び来場者実績」、「運転免許試験場食堂等の売上実績」等

の追加資料については、現地説明会において配布するほか、希望者に対し、個別に配布

する。 

現地説明会に参加しない者のうち、追加資料の受領を希望する者は、平成 25 年 11 月

25 日（月）以降に電話により申し込むこと。 

配布日、受領方法等詳細については、申し込み時に指示する。 

事前に申し込まずに来場しても、配布できない場合がある。 

 

イ 実施方針等に対する質問受付 

実施方針等の内容に対する質問回答を、次のとおり行う。 

（ｱ）質問の提出方法 

質問内容を簡潔にまとめ、様式２「実施方針等に関する質問書」に記入の上、Ｅメ

ール又は郵送により提出すること。 

（ｲ）受付期間 

平成 25 年 11 月 25 日（月）から平成 25 年 12 月 6 日（金）17 時 15 分まで（必着） 

（ｳ）回答 

質問に対する回答は、平成 26 年１月 17 日（金）から県警のホームページへの掲載

及び閲覧により行う。 

 

【質問及び回答内容等（実施方針等を含む。）の閲覧】 

（ｱ）閲覧期間 平成 26 年１月 17 日（金）から平成 26 年１月 24 日（金）まで 

（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

（ｲ）閲覧時間 ８時 30 分から 12 時 00 分まで及び 13 時 00 分から 17 時 15 分まで 

（ｳ）閲覧場所 ８（６）に同じ 

 

ウ 実施方針等に対する意見招請 

実施方針等に対する意見招請を、次のとおり行う。 

（ｱ）意見の提出方法 

実施方針等に対する意見がある場合は、様式３「実施方針等に関する意見書」に記

入の上、電子メール又は郵送により提出すること。 

（ｲ）受付期間 

平成 25 年 12 月 16 日（月）から平成 25 年 12 月 20 日（金）17 時 15 分まで（必着） 

（ｳ）回答 

意見に対する回答は、「エ 事業者ヒアリング」の結果を踏まえ、入札公告までに公

表する。 

 

エ 事業者ヒアリング 

本事業では、従来の実施方針等に対する質問回答及び意見招請に加え、民間事業者の

参入のしやすさに配慮した契約条件等の設定の一助とするため、事業者ヒアリング（個
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別ヒアリング）を実施する。 

※ 事業者ヒアリングへの参加には事前申込みが必要（事前に申し込まずに、当日来場して

も事業者ヒアリングには参加できない。）。実施日程等については、参加者に別途連絡す

る。詳細は別紙１「神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業に係る事業者ヒアリ

ングに関する要綱」を参照。 

 

オ 実施方針の変更 

県は、実施方針に関する民間事業者等からの質問及び意見等を踏まえ、特定事業の選

定までに、実施方針の内容を見直し、実施方針の変更を行うことがある。 

なお、当該実施方針の変更内容については、実施方針（修正版）を県警のホームペー

ジにおいて公表する。 

 

カ 業務要求水準書（案）等の公表 

県は、実施方針等の公表以降、業務要求水準書（案）、落札者決定基準（案）、様式

集（案）、特定事業契約書（素案）等を公表し、質問受付や意見招請を行う。 

なお、質問及び意見等を踏まえ、入札公告までに、業務要求水準書（案）、落札者決

定基準（案）、様式集（案）、特定事業契約書（素案）等の内容を見直すことがある。 

また、民間事業者の参入のしやすさに配慮した契約条件等の設定の一助とするため、

落札者決定基準（案）等を対象として、事業者ヒアリング（個別ヒアリング）を実施す

ることを想定している。 

 

キ 特定事業の選定結果の公表 

本事業をＰＦＩ事業として実施することが適当かどうかについて、ＶＦＭの評価を基

本とした客観的評価を行い、その結果を公表する。 

 

ク 入札公告等 

本事業は、ＷＴＯ政府調達協定が適用され、総合評価一般競争入札方式により実施す

ることから、神奈川県公報により入札公告をするとともに、実施方針等に対する意見等

を踏まえ、入札説明書（本編及び付属資料（業務要求水準書、特定事業契約書（案）、落

札者決定基準等）を公表する。 

 

ケ 入札公告等に対する質問受付 

入札説明書等に対する質問回答を行うものとする。 

また、県と応募者の意思疎通を十分に確保し、応募者による入札説明書等の解釈を明

確化すること等を目的として事業者ヒアリング（個別ヒアリング）を実施する。事業者

ヒアリングの実施方法等は入札説明書に示す。 

 

コ 参加表明書、資格審査確認申請書の受付 

応募者は、参加表明書及び資格審査確認申請書を提出すること。 

なお、当該様式については入札説明書に示す。 

 

サ 資格確認通知の発送 

資格審査の結果を応募者に通知する。 
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なお、入札参加資格がない場合、その理由の説明要求があった応募者に対しては回答

書を送付する。 

 

シ 入札書類の受付 

応募者は、本事業に関する入札書並びに提案内容を記載した提案書（以下「入札書

類」という。）を提出すること。入札書類の作成要領については入札説明書に示す。ま

た、必要に応じて応募者に対するヒアリングを行うことがある。 

 

ス 落札者の決定 

総合評価一般競争入札方式により落札者を決定し、応募者に通知する。 

 

セ 基本協定締結 

落札者と基本協定を締結する。 

 

ソ 特定事業契約締結 

基本協定の締結後、落札者が設立する特別目的会社（以下「ＳＰＣ」という。ＳＰＣ

は会社法に規定される株式会社でなければならない。）と特定事業契約を締結する。 

 

(4) 入札に参加する者の備えるべき参加資格要件 

入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）は、次に掲げる要件を満たす者である

こと。 

 

ア 入札参加者の構成等 

（ｱ）入札参加者は、複数の企業によって構成されるグループ（以下「応募グループ」と

いう。）とし、入札手続きを代表して行う企業（以下「代表企業」という。）を定める

こと。 

（ｲ）入札参加者は、参加表明書及び資格確認申請書の提出時において、応募グループの

各構成員と協力企業（協力企業とは、応募グループの各構成員以外の者で、事業開始

後、事業者から本事業の業務を直接受託し、又は請負うことを予定している者をい

う。）の企業名及び携わる業務等を明らかにすること。 

（ｳ）入札参加資格の確認基準日（以下「確認基準日」という。）後は、応募グループの各

構成員又は協力企業の変更及び追加並びに携わる予定業務の変更は、原則として認めな

い。ただし、やむを得ない事情（指名停止等に該当する場合を除く。）が生じ、代表企

業以外の応募グループの各構成員又は協力企業を入札書提出日までに変更又は追記しよ

うとする者にあっては、入札日の７日前までに県と協議を行い、県の承諾を得るととも

に、変更又は追加後において入札参加者に必要な資格を有することを証明できる場合に

限り、代表企業以外の応募グループの各構成員又は協力企業を変更し、若しくは追加

し、又は携わる予定業務を変更することができる。 

（ｴ）応募グループの各構成員と協力企業は、他の応募グループの構成員又は協力企業と

なることはできない。 

（ｵ）落札者たる応募グループの構成員（以下「落札者」という。）は、本事業を実施する

ために出資し、特定事業契約締結までに「会社法」（平成 17 年法律第 86 号）に規定さ

れる株式会社としてＳＰＣ（当該ＳＰＣが本事業の「事業者」となる。）を設立し、本
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店所在地を県内に置くものとする。ＳＰＣへの出資条件は次のとおりとする。 

a 代表企業を含むグループ構成員でＳＰＣの全議決権の２分の１を超える議決権（株

主総会において出席する株主による普通決議の成立に必要な議決権）を保持するとと

もに、代表企業が筆頭株主であること。 

b 応募グループの代表企業と構成員はＳＰＣへの出資を行うこと。 

c 応募グループの構成員以外の者がＳＰＣに出資することは妨げない。 

d ＳＰＣの資本及び役員構成については、原則として制限は設けない。 

e 施設整備業務の終了後一定期間を経過した後は、施設整備業務に当たった者が保有

するＳＰＣの株式の第三者への譲渡を柔軟に認めることを想定している。詳細は入札

説明書で示す予定である。 

 

イ 応募グループの各構成員と協力企業に共通の参加資格要件 

（ｱ）地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当する者でないこと。 

（ｲ）県が措置する指名停止期間中の者でないこと。 

（ｳ）確認基準日において、債務不履行により所有する資産に対し、仮差押命令、差押命

令、保全差押又は競売手続の開始決定がなされている者でないこと。 

（ｴ）確認基準日において、事業税並びに消費税又は地方消費税を滞納している者でない

こと。 

（ｵ）確認基準日２年以内に、銀行取引停止処分を受けている者でないこと。ただし、会

社更生法又は民事再生法に基づく裁判所の更正（再生）手続の開始決定を受けた後、県

の競争入札参加資格の再認定を受けた者は除く。 

（ｶ）確認基準日６か月以内に、不渡手形又は不渡小切手を出している者でないこと。た

だし、会社更生法又は民事再生法に基づく裁判所の更正（再生）手続開始の決定を受け

た後、県の競争入札参加資格の再認定を受けた者は除く。 

（ｷ）「営業所実態調査における指導事項の改善について（通知）」を県から受けた者は、

改善確認通知を受けていること。 

（ｸ）神奈川県暴力団排除条例（平成 22 年神奈川県条例第 75 号）第２条第２号から第５

号に該当する者及びこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。 

（ｹ）県が本事業について、金融、法務、技術等に関する検討を委託するアドバイザリー

契約を締結している企業又はこれらと資本面若しくは人事面において関連がない者であ

ること。 

a アドバイザリー業務に関与している者の発行済み株式数の 50％を超える株式を有し

ている者又はその出資総額の 50％を越える出資をしている者。 

b 当該入札参加者の代表権を有する役員がアドバイザリー業務に関与している者の代

表権を有する役員を兼ねている者。 

なお、本事業に係るアドバイザリー業務に関与している者とは、株式会社長大及び

東京丸の内法律事務所をいう。 

（ｺ）ＰＦＩ法第７条の２の欠格事由に該当している者でないこと。 

 

ウ 応募グループの各構成員に共通の参加資格要件 

応募グループの各構成員は、神奈川県競争入札参加資格者名簿に登録されている者及

びその営業を継承したと認められた者であること。 

なお、神奈川県競争入札参加資格者名簿に登録されていない者で入札に参加しようと
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する者は、県が別途指定する日までに、かながわ電子入札共同システムの資格申請シス

テムのＷＴＯの申請メニューにより競争入札参加資格申請手続きを行うとともに、資格

申請に必要な書類を神奈川県競争入札参加資格申請共同受付窓口へ提出すること。 

 

エ 応募グループの各構成員の個別の参加資格要件 

設計業務、工事監理業務、建設業務、解体除却工事及び維持管理業務を担当する者

は、以下の要件を満たしていなければならない。 

なお、複数の要件を満たす者は当該複数の業務を実施することができるものとする。

ただし、工事監理業務と建設業務については、これを兼務することはできないものとす

る。また、資本関係若しくは人的関係において関連がある場合も同様とする。 

（ｱ）設計業務を担当する者 

次の a と b のいずれの要件も満たしていること。 

なお、b の要件については、複数者で設計を行う場合は、設計業務を担当する者の代

表者が基準を満たしていればよいものとする。 

a 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登

録を行っている者であること。 

b 延床面積 10,000 ㎡以上の庁舎の設計の実績を有する者であること。 

（ｲ）工事監理業務を担当する者 

次の a と b のいずれの要件も満たしていること。 

なお、b の要件については、複数者で工事監理を行う場合は、工事監理業務を担当す

る者の代表者が基準を満たしていればよいものとする。 

a 建築士法第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であるこ

と。 

b 延床面積 10,000 ㎡以上の庁舎の工事監理の実績を有する者であること。 

（ｳ）建設業務を担当する者 

次の a から d のいずれの要件も満たしていること。 

a 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第３条第１項の規定に基づく、土木一式工事

及び建築一式工事につき特定建設業の許可を受けていること。 

なお、土木一式工事と建築一式工事を複数者で分担して施工する場合は、担当する

工事に係る許可を受けていればよいものとする。 

b 土木一式工事及び建築一式工事に関わる建設業法第 27 条の 23 第１項に規定される

経営事項審査結果通知を受けている者であること。 

なお、土木一式工事と建築一式工事を複数者で分担して施工する場合は、担当する

工事に係る通知を受けていればよいものとする。 

c 建設業法第 26 条に規定される主任技術者又は監理技術者として、参加資格確認申

請日以前に直接的かつ恒常的な３か月以上の雇用関係を有するものを専任で配置で

きる者であること。監理技術者を配置する場合は、土木一式工事と建築一式工事に

係る監理技術者資格者証を有すること。また、監理技術者講習修了証の交付を受け

ていること（平成 16 年２月 29 日以前に監理技術者資格者証の交付を受けた場合は

不要である。）。 

なお、参加表明書及び競争参加資格確認申請書の提出時点において、監理技術者又

は主任技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認

申請書を提出することは差し支えない。 
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（ｴ）解体除却工事を担当する者 

a とび・土工・コンクリート工事の資格を有し、かつ、施工可能な特殊工事として解

体を競争入札参加資格者名簿に登録していること。 

b とび・土工・コンクリート工事に関わる建設業法第 27 条の 23 第１項に規定される

経営事項審査を受けた者であること。 

 

（ｵ）維持管理業務を担当する者 

延床面積 10,000 ㎡以上の庁舎の維持管理の実績を有する者であること。 

なお、複数者で維持管理を行う場合は、維持管理業務を担当する者の代表者が実績

を有していればよいものとする。 

 

オ 参加資格要件確認基準日 

参加資格要件等の確認基準日は、資格確認申請書提出期限日とする。 

 

(5) 審査方法 

ア 審査に関する基本的な考え方 

（ｱ）評価に際しては、学識経験者等及び県職員で構成する「神奈川県警察自動車運転免

許試験場整備等事業に係るＰＦＩ事業者選定評価委員会」（以下「委員会」という。）が

評価する。 

（ｲ）県は、専門的見地等に基づく評価意見を委員会から聴取し、提案審査等を行う。 

 

イ 審査手順に関する事項 

審査は、県が資格審査と提案審査に分けて実施する。提案審査においては、価格その

他の要素を総合的に評価し、総合評価一般競争入札方式により落札者を決定する。 

 

ウ 事業者の選定 

県は、委員会からの意見聴取の結果を参考に、落札者を決定する。県と落札者は入札

説明書に基づき契約手続を行い、落札者が設立した事業者と特定事業契約を締結する。

ただし、契約締結までの間に、落札者が県の指名停止措置を受けた場合は、その限りで

はない。 

 

(6) 審査結果の公表方法 

審査の結果は県警のホームページで公表する。 

 

(7) 提案書の取扱い 

   応募者から受理した提案書については、次のとおり取り扱う。 

ア 著作権 

提案書の著作権は、応募者に帰属する。 

なお、本事業における公表及びその他県が必要と認めるときには、県は提案書の全部

又は一部を使用できるものとする。 

また、契約に至らなかった応募者の提案書は一切返却しない。 
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イ 特許権等 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等、日本国の法令に基づい

て保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を

使用した結果生じた責任は、原則として応募者が負う。 

 

3  民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

(1) 予想される責任及びリスクの把握と公民間のリスク分担 

ア 責任分担の考え方 

本事業における責任分担の考え方は、適正にリスクを分担することによって、より低廉

で質の高いサービスの提供を目指すものであり、本実施方針等に規定される本施設の整備

及び維持管理・運営の責任は、原則として事業者が負うものとする。ただし、県が責任を

負うべき合理的な理由がある事項については、県が責任を負うこととする。 

イ 予想されるリスクと責任分担 

県と事業者の責任分担は、原則として資料３「予想されるリスクと責任分担表」による

ものとし、その負担等については、意見招請や事業者ヒアリングの結果を踏まえ入札説明

書において明確にする。 

 

(2) 事業において提供を求めるサービス水準 

現時点における主な案は業務要求水準書（骨子）のとおり。詳細は入札公告時に公表する

業務要求水準書に示す。 

 

(3) 公共施設等の管理者等による支払に関する事項 

県は、特定事業契約書の条項に従い提供されるサービスの対価として、サービス購入料を

事業者に支払う。 

サービス購入料は、事業者が実施する施設整備業務に係る対価、維持管理業務に係る対

価、運営支援業務に係る対価からなる。 

ア 施設整備業務に係る対価 

県は、本館棟の建設等に係る対価、待合棟の建設等に係る対価及び雨水貯留槽等の整備

等に係る対価の３つに区分し、各施設の供用開始から事業期間中に、事業者に対し、事業

契約に定める額を施設整備費割賦金として支払う。 

イ 維持管理業務に係る対価 

県は、本施設のうち本館棟、待合棟及び雨水貯留槽等の各施設の供用開始から事業期間

中に、事業者に対し、事業契約に定める額を各施設の維持管理業務の対価として支払う。 

ウ 運営支援業務に係る対価 

    県は、運営支援業務の開始から事業期間中に、事業者に対し、事業契約に定める額を本

施設の運営支援業務に係る対価として支払う。 

 

附帯事業については、事業者が県に対して施設の賃料を支払い、事業者は附帯事業の利

用者から利用料金を収受して事業を実施する形態を想定している。 

なお、サービス購入料に係る支払方法、改定方法及びペナルティ等の考え方について

は、原則として資料４「県が事業者に支払うサービス購入料について」及び資料５「モニタ

リングの実施とサービス購入料の減額等」によるものとし、意見招請や事業者ヒアリングの

結果を踏まえ、入札説明書において確定する。 
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(4) 事業者の責任の履行に関する事項 

事業者は、特定事業契約書に従い誠意をもって責任を履行する。 

 

(5) 事業の実施状況の監視（モニタリング） 

ア モニタリング 

県は本事業の各業務における実施状況を点検・監視し、事業者が特定事業契約書に定 

められた業務を適正かつ確実に遂行し、業務要求水準書及び提案書に記載された業務水準

を達成しているかどうかの評価を行うため、事業全体を通じてモニタリングを実施する。 

モニタリングの詳細については、資料５で示す。 

イ サービス購入料の減額等 

業務要求水準書等で定められたサービス水準等が維持されていないことが判明した場合

は、サービス購入料の支払の減額等の措置を行う。 

 

4  公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 

(1) 施設の立地条件 

 第一事業用地 第二事業用地 

建設場所 

横浜市旭区中尾一丁目１－２ 

（旧がんセンター及び元衛生研究所

跡地） 

横浜市旭区中尾二丁目３－１ 

（現施設） 

敷地面積 約 27,530 ㎡ 

約 75,770 ㎡ 

（がんセンターへの引渡し予定地 

約 4,550 ㎡を含まず） 

建築用途 事務所（本館棟） 事務所（待合棟） 

用途地域 
第一種住居地域 

一部第一種中高層住居専用地域 
第一種住居地域 

建ぺい率 60％ 60％ 

容 積 率 
第一種住居地域：200％ 

第一種中高層住居専用地域：150％ 
200％ 

高度地区 

（最高限） 

第４種高度地区、一部第３種高度地

区 
第４種高度地区 

地区計画 なし なし 

計画道路 なし なし 

防火地域 準防火地域 準防火地域 

日影規制 

第一種住居地域： 

４時間／2.5 時間（制限高さ 10ｍ）

測定高さ４ｍ 

第一種中高層住居専用地域： 

３時間／２時間（制限高さ 10ｍ） 

測定高さ４ｍ 

４時間／2.5 時間（制限高さ 10ｍ）

測定高さ４ｍ 

前面道路 

市道 東希望が丘 198 線（北側） 

市道 東希望が丘 294 線（南側） 

市道 東希望が丘 279 線（西側） 

市道 東希望が丘 198 線（南側） 

市道 東希望が丘 87 線（北側） 

市道 東希望が丘 112 線（西側） 

そ の 他 
緑化地域、周辺地区又は自動車ふく

そう地区、宅地造成工事規制区域 

緑化地域、周辺地区又は自動車ふく

そう地区、宅地造成工事規制区域 

注）第一事業用地の敷地面積には、日本赤十字社施設の敷地面積は含まない。 
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(2) その他 

ア 業務を継続しながらの施設整備 

本事業では、第二事業用地の現施設（既存棟と技能試験コース）の運用を停止すること

なく、現状と同様に利用しながらの施設整備が条件となることに留意すること。特に、第

二事業用地は現技能試験コースを運用しながらの施工となることから、待合棟・技能試験

コース等の整備に当たっては、試験等に必要となる機能や利用者の安全性等に十分配慮し

た計画とすること。 

なお、技能試験コースの整備については、「運転免許技能試験実施基準の制定につい

て」（平成 24 年１月 10 日付け警察庁丙運発第 2 号）に準拠し、関係機関との十分な協議

の上計画する必要があることから、県が整備内容や整備手順（以下「コースローリング計

画」という。）を提示する。民間事業者は当該コースローリング計画に準拠した工事工

程、工事方法を提案すること。現時点におけるコースローリング計画は、参考資料６「コ

ースローリング計画図（概要）」のとおりである。 

 

イ 神奈川県立がんセンター特定事業との関連 

第二事業用地の一部敷地（以下「引渡し予定地」という。）は、第二事業用地の整備終

了までにがんセンターへ引渡す必要がある。がんセンターは引渡し予定地を駐車場として

整備する予定であることから、県は引渡し予定地の早期引き渡しが可能となる提案を期待

する。 

 

ウ 周辺への配慮 

本施設の整備に当たっては、周辺住民等の住環境や道路交通状況に対し、十分に配慮し

た工事計画とすること。特に、工事車両の動線や通行条件（時間・速度）、工事用車両の

削減や工期短縮など、周辺地域への影響を最小限に抑える提案とすること。 

 

エ その他 

以下に示す本事業用地の特徴に留意し、事業を遂行する必要がある。 

（ｱ）第一事業用地・第二事業用地 共通 

a 本事業用地は市道を挟んで第一事業用地と第二事業用地に分かれており、本館棟と

待合棟は連絡通路（跨道橋）で接続することで、施設利用者の市道横断を最小限に留

めることとする。 

なお、連絡通路（跨道橋）の設置については、横浜市道路局との協議が必要となる

（建築基準法第 44 条関連）。 

b 第一事業用地、第二事業用地ともに、用途地域は第一種住居地域（一部第一種中高

層住居専用地域）であるため、本施設（建築用途：事務所）は建築基準法第 48 条ただ

し書きの規定による許可申請が必要となる。ただし、第二事業用地については施設の

延床面積を 3,000 ㎡以下とする。 

c 第一事業用地、第二事業用地ともに、敷地は高低差があるため、施設整備に当たっ

ては、大規模な造成工事が必要となる。周辺住民の住環境へ与える影響低減の観点か

ら、事業用地外への土砂の搬出を極力抑制する提案を期待する。 

d 第一事業用地、第二事業用地ともに、開発事業に該当することから、横浜市道路局

河川課の基準に基づき、雨水貯留槽を地下に設置する必要がある。設置位置について

は、敷地内勾配等を勘案の上、適切な位置に配置すること。 
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（ｲ）第一事業用地 

a 第一事業用地の一部敷地は、埋蔵文化財包蔵地に指定されているため、神奈川県教

育委員会と協議の上、文化財保護法関連の手続きが必要となる。ただし、事前協議の

結果、第一事業用地の履歴から、本事業の施工に当たっては、試掘は不要（工事立会

いのみ）となっている。 

b 第一事業用地は、がんセンター跡地に建設することから、土壌汚染対策が必要とな

る可能性がある。平成 25 年 10 月から平成 26 年 1 月において、がんセンターが土壌汚

染調査を実施することとしており、その結果は入札公告までに公表する予定である。

当該結果に基づき、本事業において必要な土壌汚染対策を事業者が実施すること。 

（ｳ）第二事業用地 

第二事業用地内に現存する日本赤十字社の二俣川献血ルームは、本事業とは別途で解

体、撤去する予定である。代替施設は第一事業用地に隣接して確保する約 500 ㎡の用地

に日本赤十字社が本事業とは別途で整備する予定であることから、本事業の設計や工事

に当たっては留意すること。 

 

(3) 計画施設の規模や性能などの諸要件 

ア 建設する施設 

本館棟、連絡通路（跨道橋）、 

連絡通路棟 

（第一事業用地） 

・試験室、聴聞室、待合室、事務室、講習室、飲食喫

茶施設、売店、倉庫、機械室、電気室、連絡通路

（跨道橋）、ホール、階段室等 

・延床面積 約 24,500 ㎡ 

待合棟、車庫棟、発着場 

（第二事業用地） 

・発着場、車庫、車両整備室、待合室、倉庫、試験官

室、事務室、技能試験待合ホール等 

・延床面積 約 2,200 ㎡ 

外構等 

屋外工作物等 ・門扉、植栽、構内舗装、場内排水、雨水貯留槽等 

四輪技能試験コース 
・四輪技能試験コースの一部の整備 

・二輪技能試験コースの整備は不要 

駐車場 ・一般利用 300 台以上 等 

 

イ 解体する施設 

第一事業用地 

（旧がんセンター） 

・がんセンター基礎、擁壁等 

・参考資料５「解体対象施設」参照 

第二事業用地 

（現施設） 

・本館、１号館、２号館、３号館、４号館、５号館、

６号館、仮設待合棟、二輪駐車場、旧二輪待合所、

受水槽、ポンプ室、渡り廊下、ごみ庫、守衛室、擁

壁等 

・給油所は解体しない 

・参考資料５「解体対象施設」参照 

 

5  事業契約等の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項 

事業計画又は特定事業契約書の解釈について疑義が生じた場合、県と事業者は誠意をもって

協議するものとし、協議が整わない場合は、特定事業契約書中に規定される具体的措置に従

う。 

また、特定事業契約に関する紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所と
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する。 

 

6  事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

事業の継続が困難となった場合には、次の措置をとることとする。 

 

(1) 事業者の債務不履行発生時における県の対応措置 

県は、特定事業契約書の定めに従い事業者に改善勧告を行い、改善策の提出・実施を求め

ることができる。 

なお、その他の対応方法については、特定事業契約書にて規定する。 

 

(2) その他の事由により事業の継続が困難となった場合 

県及び事業者は、特定事業契約書に定める事由毎に、その責任の所在に応じて適切に対応

する。 

 

(3) 直接協定による金融機関等の事業介入等 

本事業が適正に遂行されるよう、重要な事項について、事業者に資金供給を行う金融機関

と県とで協議を行うことがある。 

 

7  財政上及び金融上の支援に関する事項 

(1) 財政上及び金融上の支援 

事業者は、財政上及び金融上の支援が適用されるよう努力し、同支援が適用される場合に

は、県と協議する。 

現時点で想定される財政上及び金融上の支援等は、施設の整備、維持管理及び運営におけ

る県所有財産の無償使用（独立採算部門は除く。）である。 

 

(2) その他の支援 

その他の支援については、以下のとおりとする。 

ア 事業実施に必要な許認可等の取得に関し、県は必要に応じて協力を行う。 

イ 法改正等により、その他の支援が適用される可能性がある場合には、県と事業者とで協

議を行う。 

※ 本事業は国庫補助対象事業ではない。 

 

8  その他特定事業の実施に関して必要な事項 

(1) 議会の議決及び債務負担行為に関する事項 

債務負担行為の設定に関する議案は、平成 26 年県議会第２回定例会に提案予定である。

また、特定事業契約に関する議案を平成 27 年県議会第２回定例会に提案予定である。 

 

(2) 環境への配慮 

本事業は、県の「環境配慮評価システム」の対象である。 

本事業の実施に当たっては、「環境配慮評価システム」に基づき作成された「環境配慮検

討書」に記載の配慮事項の遵守を求める予定である。 

詳細は入札説明書等で示す。 
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(3) 県内企業の参画に関する考え方 

県は、地域経済の活性化を図る観点から、本事業への県内企業の参画促進や物品・資材等

の県内調達の推進に資する事業者提案を評価することを想定している。 

また、県内企業の参画予定及び実際の活用実績など県内企業の参画状況について、事業期

間中における県への報告を継続的に求めることも想定している。 

 

(4) 情報公開及び情報提供 

神奈川県情報公開条例(平成 12 年条例第 26 号)に基づき情報公開を行う。 

情報提供は、適宜、記者発表及びインターネット等を通じて行う。 

 

(5) 入札に伴う費用負担 

応募者の入札に係る費用については、全て応募者の負担とする。 

 

(6) 実施方針に関する問い合わせ先 

本事業に関する問い合わせ先は、次のとおりとする。 

神奈川県警察本部 交通部 運転免許本部 免許課 

電 話    ０４５－３６５－３１１１（内線３８５、３８６） 

ＦＡＸ    ０４５－３６１－４５６８ 

住 所    〒241-0815 横浜市旭区中尾二丁目３番１号 

Ｅメール   menkyo03@police.pref.kanagawa.jp 

ホームページ http://www.police.pref.kanagawa.jp/ 

 


